
３ 令和7年度に注意すべき主なポイント

（１）就労選択支援
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※R7年10月から開始予定

①実施主体

❶～❸の要件すべてを満たす必要があります。
❶就労移行支援又は就労継続支援にかかる指定障害福祉サービス事業者
❷過去3年以内に当該事業者の事業所において、3人以上の利用者が新たに通常の事業
所に雇用されたものその他同等の経験と実績
❸協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支
援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用
者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めること。

②定員

10人以上

以下の要件を満たす必要があります。
●管理者・・・原則として管理業務に従事するもの。
（管理業務に支障がない場合は兼務可）

③人員の配置・要件



３ 令和7年度に注意すべき主なポイント

（１）就労選択支援
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※R7年10月から開始予定

●従業者（就労選択支援員）・・・常勤換算方法で利用者数を15で除した数以上
就労選択支援員養成研修の修了が要件です。
（9年度末までは経過措置として厚労大臣が定めるもの等に規定する障害者の就労支
援に関する基礎的研修又はこれに相当する研修を修了したものを就労選択支援員とみ
なします。）
基礎的研修と同等以上の研修とは以下のものです。
・就業支援基礎研修（就労支援員対応型）
・訪問型職場適応援助者養成研修
・サービス管理責任者研修専門コース別研修（就労支援コース）
・相談支援従事者研修専門コース別研修（就労支援コース）

④設備

●訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備える

●相談室
間仕切りを設けること

●洗面所・便所
利用者の特性に応じたものであること
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（２）業務継続計画 未策定減算経過措置終了
就労選択支援については令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

【業務継続計画の策定について】

❶ 業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずること

❷ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施
すること

【やっておかなければならない事整理】

１．「業務継続計画」（感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画）
を作成すること。

２．当該計画について従業者に対し周知・共有するとともに、当該計画に従い、
従業者に対して必要な教育・研修及び訓練（シミュレーション）を①採用時と
②年１回以上実施し、その内容を記録しておくこと。

※全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

３．定期的に当該計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うこと。

全サービス

3 令和7年度に注意すべき主なポイント

上記対応ができていない場合は減算適用になります。
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（３）福祉・介護職員等処遇改善加算経過措置

【処遇改善加算の更なる取得促進】
事業所の事務負担等に配慮し、以下のとおり令和7年度中は経過措置期間を設ける

❶ キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、令和7年度中の取得要件整備を行う誓約での要件確認
❷ 職場環境等要件ついて、令和7年度中に要件整備を行う誓約での要件確認
❸ 障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境改善等事業の申請を行った場合に職場環境等

要件に係る適用を猶予

【やっておかなければならない事整理】
【キャリアパス要件】

１．令和7年度計画において、令和7年度中にキャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整
備等）、キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）、キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの
整備等）を整備することを誓約して届出を行っている法人については、年度内に整備を
行うこと。

【職場環境等要件】

２．令和7年度計画において、令和7年度中に職場環境要件の整備の誓約、長崎県障害福祉人
材確保・職場環境改善等事業費補助金の申請を行うとして届出を行っている法人につい
ては、年度内に整備を行うこと。

全サービス
（相談系除く）

3 令和7年度に注意すべき主なポイント



29

○ 障害者部会報告書において

• 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特性や障害程度を踏まえた支
援が 適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。 

• 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を
含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと
考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することが有効と考えられる。との指
摘があった。 

○ これを踏まえ、運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外
部の目（又は第三者による評価）を定期的に入れる取組を義務づける。（施設入所支援も同様）

○ 地域連携推進会議の実施にあたっては、厚生労働省が作成した「地域連携推進会議の手引き」を参考
にしてください。【厚生労働省HP】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

3 令和7年度に注意すべき主なポイント

≪地域との連携等≫

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当
者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね１年に１回以上、運営状況を報告すると
ともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければ
ならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表等を実施している場合には、適用されません。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和６年度から努力義務化、令和７年度から義務化。

（４）共同生活援助における支援の質の確保（地域との連携） 
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◎厚生労働省・こども家庭庁発出令和７年３月３１日付け
「障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令等の公布通知」より

【改正内容】ア．児童福祉法及び障害者総合支援法に規定する情報公表対象サービス等情報に、下記の

①～④までの情報を追加するもの。

 ① 事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報

 ② 事業所・施設の収益及び費用の内容

 ③ 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

 ④ その他必要な事項

イ． 障害福祉サービス事業者等から都道府県知事等への経営情報の報告方法は、都道府県

     知事等の定めるところ(障害福祉サービス等情報公表システム上に構築する経営情報デー

タベースを活用することを想定)とし、報告期限は毎会計年度終了後３月以内とするもの。

【施行期日】 令和７年４月１日

【経過措置】 令和８年３月３１日までの間は、「毎会計年度終了後３月以内」とあるのは、「令和８年

３月 ３１日まで」と読み替えるものとする。

【そ の 他】   今後、運用マニュアル等の提示、説明会の実施等の上で、秋頃を目途にシステムへの報告

を開始することを予定しており、詳細は通知でお示しすることを予定しているためご留意

いただきたい。

3 令和7年度に注意すべき主なポイント

（５） 障害福祉サービス事業者等の経営情報に関する事項
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